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小
林
謙
貞
伝
―
長
崎
の
史
料
を
中
心
に
―

平
岡　

隆
二

小
林
謙け

ん

貞て
い

（
一
六
〇
一
〜
一
六
八
三
）
は
、
近
世
初
期
の
長
崎
に
お
い
て
天

文
地
理
学
や
航
海
術
の
分
野
で
活
躍
し
た
知
識
人
の
中
心
的
存
在
と
し
て
、
日

本
科
学
史
の
通
史
で
は
か
な
ら
ず
言
及
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
自

ら
の
名
を
冠
し
た
著
作
を
一
つ
も
残
し
て
お
ら
ず
、
経
歴
に
つ
い
て
も
ま
と

ま
っ
た
記
録
が
現
存
し
な
い
た
め
、
そ
の
明
確
な
学
者
像
を
描
く
こ
と
を
き
わ

め
て
困
難
な
も
の
に
し
て
き
た
。
と
り
わ
け
先
行
研
究
で
は
、
彼
を
阿
蘭
陀
流

測
量
術
の
祖
と
さ
れ
る
「
樋
口
権
右
（
左
）
衛
門
」
と
同
一
人
物
と
み
な
す
場

合
が
多
い
が1

、
そ
れ
を
無
条
件
に
認
め
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
柔
軟
な
解
釈
の

余
地
を
残
す
べ
き
だ
と
い
う
提
言
も
な
さ
れ
て
い
る2

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
謙
貞

の
学
問
や
事
績
に
つ
い
て
今
後
確
実
な
論
を
立
て
る
た
め
に
は
、
信
頼
で
き
る

一
次
史
料
に
基
づ
く
批
判
的
な
考
証
が
不
可
欠
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
研
究
史
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
謙
貞
の
伝
記
的
事
項
に
つ
い
て
、
と

く
に
近
世
初
中
期
の
長
崎
で
成
立
し
た
史
料
を
中
心
に
整
理
・
考
証
し
、
こ
の

問
題
に
取
り
組
む
上
で
の
史
料
的
な
基
盤
を
提
示
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と

す
る
。

と
く
に
長
崎
の
史
料
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
長
崎
こ
そ
謙
貞
の
活
動
の
中
心

地
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
多
く
が
、
彼
と
親
し
く
交
わ
っ
た
人
々
に
由
来
す
る
記

録
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
史
料
を
注
意
深
く
読
み
な
お
し

て
み
る
と
、
彼
が
長
崎
に
生
き
た
こ
と
の
痕
跡
は
、
思
い
の
ほ
か
多
く
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
。
以
下
、各
史
料
の
内
容
と
背
景
に
つ
い
て
、

詳
し
く
見
て
ゆ
こ
う
。

一
、『
長
崎
先
民
伝
』

は
じ
め
に
と
り
あ
げ
る
の
が
『
長
崎
先
民
伝
』
で
あ
る
。
本
書
は
唐
通
事

の
盧
草
拙
（
一
六
七
五
〜
一
七
二
九
）
と
そ
の
子
・
盧
千
里
（
一
七
〇
七
〜

一
七
五
五
）
が
編
纂
し
た
、
近
世
初
中
期
の
長
崎
で
活
躍
し
た
人
々
の
伝
記
集

で
、
盧
千
里
の
自
叙
に
よ
る
と
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
一
〇
月
ま
で
に
は

完
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る3

。
同
書
は
当
代
長
崎
の
学
術
や
文
化
を
知
る
上
で

の
重
要
文
献
と
し
て
す
で
に
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
謙
貞
関
係
の
記

事
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
理
由
か
ら
、
第
一
に
依
拠
す
べ
き
基
礎
史
料
と
な

し
得
る
条
件
を
備
え
て
い
る
。
以
下
が
そ
の
引
用
で
あ
る4

。

小
林
義
信
、
字
は
謙
貞
。
父
、
久
兵
。
信
、
幼
に
し
て
淑
質
有
り
。
読
書

を
喜
ぶ
。
久
兵
、
郷
の
林
先
生
〔
称
し
て
吉
右
と
呼
ぶ
〕
に
学
ば
し
む
。

林
、
天
文
地
理
星
宿
歴
法
の
学
に
精
通
す
。
国
禁
に
係
は
る
に
因
つ
て
身

を
容
る
る
所
無
し
。
久
兵
、
窃ひ

そ

か
に
之
れ
を
家
に
養
ひ
、
以
て
信
の
師
と

為
す
。
日
夜
孜し

孜し

と
し
て
問
難
決
疑
し
、
以
て
其
の
指む

ね

を
究
は
む
。
頃

し
ば
ら
くあ

つ
て
禁
解
く
。
先
生
、
郷
に
講
授
す
。
弟
子
稍い

よ

い
よ
多
し
。
寛
永
己（

マ
マ
）卯

、

井
上
筑
後
守
、
崎
を
監お

さ

め
天
主
教
の
徒
を
駆
る
。
生
が
名
、
党
籍
に
列
す
。

正
保
三
年
［
一
六
四
六
］、
林
生
、
刑
に
就
く
。
官
、
党
籍
を
按
ず
る
に
、

信
の
名
第
一
に
在
り
。
連
座
し
獄
に
下
る
。
時
に
年
四
十
六
。
幸
ひ
に

恩
赦
に
遇
ふ
。
然
れ
ど
も
已
に
其
の
身
を
禁
錮
し
、
居
る
こ
と
二
十
一

年
、
寛
文
丁
未
［
七
・
一
六
六
七
年
］、
始
め
て
免
す
。
而
し
て
信
、
已
に

六
十
七
。
越
へ
て
十
一
年
辛
亥
［
一
六
七
一
］、
藤
使
君
〔
名
は
勝
登
〕

来
た
る
。
素も

と
信
が
名
を
聞
き
、
乃
ち
之
れ
を
寵
遇
す
。
弟
子
、
業
を
請

ふ
者
、甚
だ
夥
し
。
時
に
南
部
草
寿
有
り
。
京
師
従
り
来
つ
て
経
を
講
ず
。

弟
子
亦ま

た
復ま

た
少
な
か
ら
ず
。
信
、
雅も

と
寿
と
相
愛
し
、
之
れ
を
使
君
に

薦
む
。
召
見
を
甚
だ
驩よ

ろ
こび

、是
に
於
て
寿
と
信
と
府
署
に
出
入
す
。
使
君
、
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常
に
客
礼
を
以
て
之
れ
を
待
す
。
遠
近
の
人
士
、
笈
を
負
ひ
簦か

さ

を
担
ふ
て

至
る
者
、
寿
に
趨は

し

れ
ば
則
ち
兼
ね
て
信
に
従
ふ
。
信
に
帰
せ
ば
、
且
つ
寿

に
依
る
。
二
子
、
各
自
其
の
業
を
究
は
む
。
而
し
て
相
与と

も

に
莫
逆
通
家
の

如
し
と
云
ふ
。
天
和
三
年
癸
亥
［
一
六
八
三
］
冬
、
暦
、
月
食
を
謬
ま
る
。

是
の
歳
春
、
信
、
廬
荘
に
書
を
与
へ
て
曰
く
「
今
茲
十
一
月
、
暦
、
月
食

を
記
す
。
予
を
以
て
之
れ
を
推
さ
ば
非
な
り
」
と
。
既
に
し
て
十
一
月
壬

午
、
食
無
し
。
果
た
し
て
信
の
言
の
如
し
。
其
の
年
十
二
月
二
十
四
日
卒

す
（
原
漢
文
）。

こ
れ
を
要
約
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
（
一
）
小
林
義
信
、
字
・
謙
貞
は
、
幼
く
し
て
天
性
に
恵
ま
れ
、
読
書
を
好
ん

だ
。
父
の
久
兵
（
衛
）
は
、
国
禁
に
関
わ
っ
て
身
の
置
き
所
が
な
か
っ

た
林
吉
右
衛
門
先
生
（
？
〜
一
六
四
六
）
を
家
に
匿
っ
て
い
た
。
林
は

「
天
文
地
理
星
宿
歴

［
マ
マ
］法

の
学
」
に
精
通
し
、
久
兵
衛
は
林
を
師
と
し
て

謙
貞
に
学
ば
せ
た
。

　
（
二
）
幕
府
大
目
付
・
井
上
筑
後
守
政
重
（
一
五
八
五
〜
一
六
六
一
）
が
進

め
た
キ
リ
シ
タ
ン
摘
発
に
よ
り
、
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
林
は
刑
死

し
た5

。
謙
貞
の
名
が
そ
の
党
籍
の
筆
頭
に
あ
っ
た
た
め
、
連
座
し
て

獄
に
下
っ
た
。
よ
う
や
く
赦
免
さ
れ
た
の
は
二
一
年
後
の
寛
文
七
年

（
一
六
六
七
）、
謙
貞
六
七
歳
の
時
だ
っ
た
。

　
（
三
）
そ
の
後
は
寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）
に
来
崎
し
た
長
崎
奉
行
・
牛

込
忠
左
衛
門
重
忝
（
一
六
二
二
〜
一
六
九
九
。
在
位
一
六
七
一
〜

一
六
八
一
年
）
に
礼
遇
さ
れ
、
多
く
の
弟
子
に
教
え
た
。
ま
た
京
か
ら

来
た
儒
者
・
南
部
草
寿
（
一
六
三
七
〜
一
六
八
八
。
在
長
崎
一
六
七
二

〜
一
六
七
九
年
）6

と
親
し
く
交
わ
り
、
草
寿
を
牛
込
に
推
薦
し
て
と
も

に
奉
行
所
に
出
入
り
し
、
牛
込
も
常
に
客
礼
を
も
っ
て
遇
し
た
。
互
い

に
多
く
い
た
弟
子
は
、
謙
貞
・
草
寿
の
双
方
か
ら
学
ぶ
こ
と
を
常
と
し

た
。

　
（
四
）
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
一
一
月
の
暦
の
月
食
予
報
の
誤
り
を
、
盧
草

拙
の
祖
父
・
盧
庄
左
衛
門
（
一
六
二
二
〜
一
六
八
六
）
に
予
告
し
、
果

た
し
て
食
は
起
き
な
か
っ
た
。
同
年
一
二
月
二
四
日
没
。

こ
れ
以
外
に
も
『
長
崎
先
民
伝
』
の
他
の
項
目
に
は
、
謙
貞
に
ま
つ
わ
る
記

述
が
散
見
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
上
の
（
一
）
〜
（
四
）
に
続
け
て
ま
と
め
る
と
以

下
の
よ
う
に
な
る7

。

　
（
五
）�

謙
貞
と
盧
庄
左
衛
門
の
二
人
は
、友
人
で
医
師
の
小
野
昌
碩（
一
六
一
〇

〜
一
六
六
七
）
が
没
し
た
際
、
身
寄
り
を
な
く
し
た
そ
の
男
子
を
一
時

期
養
育
し
た8

。
そ
の
子
が
後
に
南
部
草
寿
の
養
子
と
な
り
、
富
山
藩
儒

を
継
い
だ
南
部
景
衡
（
号
、
南
山
。
一
六
五
八
〜
一
七
一
二
）
で
あ

る
。
ま
た
庄
左
衛
門
の
子
で
、
草
拙
の
父
に
あ
た
る
盧
草
碩
（
玄
琢
。

一
六
四
七
〜
一
六
八
八
）
は
、
謙
貞
に
従
っ
て
「
天
文
輿
地
及
び
運
気

の
学
」
を
修
め
、
小
野
昌
碩
に
就
い
て
医
学
を
学
ん
だ
。

　
（
六
）
謙
貞
の
他
に
、
林
の
弟
子
に
は
次
の
人
物
が
い
た
（
人
名
後
の
「
」
内

は
林
か
ら
受
け
た
学
問
の
内
容
）：
小
野
昌
碩
「
天
文
象
緯
の
学
」、
吉

村
長
蔵「
天
文
運
気
の
説
」、胡
麻
屋
了
益
・
朝
日
玄
育
・
本
山
作
左
衛
門
・

金
屋
孫
右
衛
門
・
三
島
吉
左
衛
門
「
象
緯
の
学
」、向
井
元
升
「
天
文
学
」。

　
（
七
）
マ
カ
オ
・
ル
ソ
ン
に
遊
ん
だ
長
老
か
ら
「
西
蕃
天
文
の
学
」
を
学
ん
だ

関
荘
三
郎
（
一
六
三
三
〜
一
七
一
一
）
は
、
謙
貞
に
出
会
う
前
は
謙
貞

を
自
分
よ
り
劣
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
の
学
識
を
知
っ
て
か
ら
は
付

き
従
っ
て
教
え
を
請
う
よ
う
に
な
っ
た
。
謙
貞
も
ま
た
関
を
牛
込
に
薦
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め
て
、
牛
込
は
関
を
召
見
・
礼
遇
し
た
。
ま
た
盧
草
拙
は
、
そ
の
関
か

ら
「
天
文
」
を
学
ん
だ9

。

　
（
八
）
謙
貞
が
「
天
文
学
」
に
精
し
い
と
聞
い
た
水
戸
の
徳
川
光
圀
は
、
延
宝

期
に
家
臣
の
千
賀
三
大
夫
と
平
賀
勘
十
郎
を
謙
貞
の
元
に
派
遣
し
て
学

ば
せ
、
業
終
わ
っ
て
帰
っ
た
。

　
（
九
）�

謙
貞
が「
海
槎
」（
航
海
術
）を
善
く
す
る
こ
と
か
ら
、牛
込
は「
無
人
島
」

（
小
笠
原
）
探
検
を
委
嘱
し
た
。
謙
貞
は
「
地
理
」
に
通
じ
る
も
の
の
、

老
齢
の
た
め
辞
退
し
、
代
わ
り
に
謙
貞
が
推
薦
し
た
島
谷
見
立
（
市
左

衛
門
。
？
〜
一
六
九
一
）10

が
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
に
実
現
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
『
長
崎
先
民
伝
』
に
は
、
謙
貞
と
そ
の
周
囲
の
人
び
と
と
の

交
友
関
係
が
、
具
体
的
か
つ
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
生
き
生
き

と
し
た
描
写
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
著
者
で
あ
る
盧
草
拙
の
祖
父
・
庄
左
衛

門
と
父
・
草
碩
が
、
学
問
的
に
も
、
ま
た
友
人
と
し
て
も
、
謙
貞
と
近
し
い
関

係
に
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
み
て
よ
い
（
前
掲
（
五
）
参
照
）。
ま
た
草

拙
本
人
も
、謙
貞
が
亡
く
な
っ
た
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
に
は
ま
だ
九
歳
だ
っ

た
が
、
彼
の
天
文
の
師
で
あ
る
関
荘
三
郎
は
謙
貞
の
弟
子
だ
っ
た
た
め
（
前
掲

（
七
）
お
よ
び
後
掲
（
一
二
）
参
照
）、
関
か
ら
謙
貞
の
話
を
聞
く
機
会
が
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。
関
と
謙
貞
と
の
出
会
い
に
ま
つ
わ
る
『
長
崎
先
民
伝
』
の
記

述
が
具
体
性
と
臨
場
感
に
溢
れ
る
こ
と
は11

、
そ
の
一
端
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。こ

の
よ
う
に
『
長
崎
先
民
伝
』
に
描
か
れ
た
謙
貞
の
事
績
は
、
彼
と
直
接
か

つ
親
密
に
交
わ
っ
た
盧
家
の
伝
承
や
師
か
ら
の
伝
聞
に
取
材
し
た
こ
と
が
確
実

視
さ
れ
、
そ
の
こ
と
は
草
拙
自
ら
「
私
家
祖
并
父
二
代
と
も
に
右
の
謙
貞
と
旧

友
に
て
、
諸
事
相
傳
申
候
儀
も
御
座
候
」（
後
掲
（
一
一
）
参
照
）
と
述
べ
る

こ
と
で
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

無
論
『
長
崎
先
民
伝
』
の
記
述
も
誤
謬
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
た
と

え
ば
井
上
筑
後
守
が
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
た
め
来
崎
し
た
年
を
「
寛
永
己
卯

［
一
六
・
一
六
三
九
］」
と
す
る
の
は
、
正
し
く
は
寛
永
一
七
年
（
一
六
四
〇
）

の
誤
り
で
あ
る12

。
し
か
し
こ
の
種
の
誤
り
は
、
史
料
と
し
て
の
信
憑
性
そ
の
も

の
に
疑
義
を
呈
す
る
も
の
と
は
言
え
ず
、
生
前
の
謙
貞
と
近
し
い
関
係
に
あ
っ

た
人
々
に
由
来
す
る
記
録
と
し
て
、
そ
の
伝
記
的
研
究
に
ま
つ
わ
る
第
一
の
基

礎
史
料
と
言
え
よ
う
。

二
、
盧
草
拙
書
簡
（『
測
量
秘
言
』
所
収
）

続
い
て
、
細
井
広
沢
編
『
測
量
秘
言
』（
享
保
一
二
年
［
一
七
二
七
］
序
）

所
収
の
盧
草
拙
書
簡
に
記
さ
れ
た
謙
貞
に
ま
つ
わ
る
記
述
を
取
り
上
げ
る
。

同
書
の
由
来
と
現
存
写
本
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
の
で
そ
ち
ら

に
譲
る13

。
そ
の
記
述
は
、
長
崎
奉
行
・
日
下
部
丹
波
守
博
貞
（
一
六
五
八
〜

一
七
二
八
／
三
四
？
）
の
家
来
で
蘭
人
参
府
の
付
き
添
い
上
検
使
な
ど
を
つ
と

め
た
渡
辺
軍
蔵
（
生
没
年
未
詳
）
か
ら
の
質
問
に
答
え
る
形
で
、
享
保
一
一
年

（
一
七
二
六
）
七
月
二
五
日
付
で
出
さ
れ
た
二
通
の
書
簡
に
見
ら
れ
る
。
差
出

人
の
盧
草
拙
は
、
上
に
見
た
『
長
崎
先
民
伝
』
の
編
者
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は

同
書
に
見
え
な
い
独
自
の
情
報
も
見
ら
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

一�

、
長
崎
に
て
天
文
と
申
候
は
、
先
年
萬
治

［
マ
マ
］町

に
小
林
謙
貞
と
申
人
御
座

候
。
此
人
よ
り
初
り
た
る
事
に
て
御
座
候
。
謙
貞
ハ
弟
子
も
諸
方
に
御

座
候
。
私
家
祖
并
父
二
代
と
も
に
右
の
謙
貞
と
旧
友
に
て
、
諸
事
相
傳

申
候
儀
も
御
座
候
。
然
に
此
学
の
根
本
は
西
洋
按
針
役
の
者
よ
り
相
傳

い
た
し
来
り
申
候
付
、
圖
ハ
御
座
候
て
書
物
と
申
て
全
部
の
物
は
無
御

座
候
。
謙
貞
も
一
生
の
筆
力
ハ
家
蔵
に
満
申
候
ほ
と
御
座
候
へ
と
も
、

終
に
題
号
を
付
申
候
て
撰
申
書
は
無
御
座
候
。（
中
略
）
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乾［
マ
マ
］貞

ハ
弟
子
も
諸
方
に
多
御
座
候
へ
と
も
、
家
を
起
シ
申
候
程
ノ
者

無
御
座
候
間
、
今
は
断
絶
ニ
及
申
候
。
此
弟
子
ノ
隨
一
を
関
庄
三
郎
と

申
候
。
是
モ
子
孫
御
座
候
へ
と
も
学
文
ハ
傳
り
不
申
候
。
近
来
ハ
西
川

恕
見
、
様
々
の
書
物
を
撰
被
申
候
て
尤
重
寶
之
至
ニ
御
座
候
。（
下
略
）

一�
、
小
林
謙
貞
事
ハ
、
元
来
長
崎
萬
屋
町
の
者
樋
口
久
兵
衛
と
申
者
の

子
ニ
て
御
座
候
。
自
身
も
少
年
の
時
ハ
樋
口
謙
貞
と
申
候
。
是
ハ
林

先シ
ン
ス
サ
イ

生
と
申
者
の
弟
子
ニ
て
御
座
候
。
忠
庵
と
同
時
代
ニ
て
御
座
候
へ
と

も
弟
子
ニ
て
ハ
無
御
座
候
。
忠
庵
ハ
外
科
の
弟
子
ハ
御
座
候
へ
と
も
天

文
の
弟
子
ハ
無
御
座
候
。
謙
貞
ハ
儒
学
無
御
座
候
者
ニ
て
御
座
候
。
元

成
・
恕
見
等
の
咄
に
御
聞
被
成
候
と
ハ
些
相
違
事
も
御
座
候
。
其
段
ハ

御
對
話
之
節
、
委
細
御
物
語
可
申
上
候14

。

こ
れ
を
『
長
崎
先
民
伝
』
に
な
い
情
報
を
中
心
に
要
約
す
る
と
、
以
下
の
よ

う
に
な
る
。

　
（
一
〇
）
長
崎
に
お
け
る
「
天
文
」
は
、
万
屋
町
に
住
ん
で
い
た
小
林
謙
貞
に

始
ま
っ
た
。

　
（
一
一
）
祖
父
・
父
は
二
代
続
け
て
謙
貞
の
旧
友
だ
っ
た
た
め
、
伝
わ
っ
た
諸

事
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
学
問
の
根
本
は
、
西
洋
の
按
針
役
（
水
先

案
内
人
、
航
海
士
）
か
ら
伝
わ
っ
た
の
で
、
図
は
あ
っ
て
も
、
ま
と

ま
っ
た
書
物
の
よ
う
な
も
の
は
な
い
。

　
（
一
二
）
謙
貞
の
筆
力
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
が
、
題
号
を
付
し
た
著

作
は
な
く
、
そ
の
学
統
は
す
で
に
断
絶
し
た
。
そ
の
一
番
弟
子
だ
っ

た
関
荘
三
郎
も
、
子
孫
は
い
る
が
、
学
問
は
伝
わ
ら
な
い
。

　
（
一
三
）
父
は
万
屋
町
に
住
ん
だ
樋
口
久
兵
衛
で
、
少
年
の
頃
は
自
身
も
樋
口

謙
貞
と
名
乗
っ
た
。
沢
野
忠
庵
と
同
時
代
だ
が
、
弟
子
で
は
な
く
、

林
（
吉
右
衛
門
）
先
生
の
弟
子
で
あ
る
。

　
（
一
四
）
謙
貞
に
儒
学
の
素
養
は
な
か
っ
た
。

こ
の
草
拙
の
証
言
は
、『
長
崎
先
民
伝
』
の
内
容
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、

大
き
な
注
目
に
値
す
る
。
本
書
簡
の
受
領
者
で
あ
っ
た
渡
辺
軍
蔵
は
、
徳
川
吉

宗
の
命
に
よ
る
洋
学
・
実
学
研
究
の
一
環
と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
人
や
長
崎
の
知

識
人
か
ら
様
々
な
情
報
を
収
集
し
て
い
た
人
物
で
、
こ
の
書
簡
も
そ
の
目
的
に

添
っ
て
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る15

。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
単
な
る
私
的

な
書
簡
で
は
な
く
、
台
命
に
基
づ
く
公
的
な
報
告
書
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
た

文
書
と
言
え
、
当
時
草
拙
の
手
元
に
あ
っ
た
情
報
を
忠
実
に
反
映
し
た
も
の
と

見
て
よ
い
。

そ
の
末
尾
で
草
拙
は
、
彼
の
説
明
は
向
井
元
成
（
一
六
五
六
〜
一
七
二
七
）

や
西
川
如
見
（
一
六
四
八
〜
一
七
二
四
）
の
話
と
齟
齬
が
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、

詳
し
く
は
会
っ
た
時
に
申
し
上
げ
る
と
述
べ
て
い
る
。
元
成
や
如
見
の
側
の
伝

が
伝
わ
ら
な
い
た
め
、
今
そ
の
真
意
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し

本
書
簡
が
、
無
責
任
な
対
応
が
許
さ
れ
な
い
公
儀
へ
の
報
告
で
あ
っ
た
こ
と
を

考
え
る
と
、
こ
れ
も
自
ら
の
情
報
の
不
確
実
さ
を
表
明
す
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
草
拙
の
側
に
、
そ
の
齟
齬
の
原
因
に
つ
い
て
合
理
的
な
説
明
を
す
る
準

備
や
情
報
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

な
お
、
本
書
簡
の
受
取
人
で
あ
る
渡
辺
軍
蔵
に
つ
い
て
、
懐
徳
堂
助
教
も
務

め
た
漢
学
者
の
五
井
蘭
洲
（
一
六
九
七
〜
一
七
六
二
）
が
興
味
深
い
記
述
を
の

こ
し
て
い
る
。

紅
毛
國
の
人
は
、
俗
に
い
ふ
め
の
こ
算
用
と
い
ふ
仕
方
に
て
、
理
を
以
て

を
し
て
、
目
に
見
、
器
物
を
用
て
は
か
り
、
た
し
か
な
る
事
な
ら
ね
ば
言

も
せ
ず
、
用
ひ
も
せ
ず
、
日
を
尊
び
て
天
を
い
は
ず
、
佛
道
を
信
ぜ
ず
、
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お
よ
そ
怪
異
の
事
を
う
け
と
ら
ず
。
江
戸
に
渡
邊
長
祐
と
い
へ
る
人
あ

り
。
紅
毛
人
を
兩
度
迄
長
崎
よ
り
江
戸
へ
つ
れ
て
往
來
せ
し
人
に
て
、
學

問
あ
り
。
天
學
も
よ
程
稽
古
せ
し
人
な
り
。
此
人
の
物
が
た
り
に
て
聞
る

處
也16

。

蘭
人
の
江
戸
参
府
に
二
度
付
き
添
っ
た
こ
の
「
渡
邊
長
祐
」
が
、
軍
蔵
そ
の

人
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る17

。
彼
が
蘭
州
に
語
っ
た
オ
ラ

ン
ダ
人
の
科
学
観
も
興
味
深
い
が
、
蘭
州
の
方
も
彼
を
評
し
て
「
學
問
あ
り
。

天
學
も
よ
程
稽
古
せ
し
人
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ

ま
で
軍
蔵
に
つ
い
て
は
、
吉
宗
お
よ
び
そ
の
側
近
学
者
グ
ル
ー
プ
と
、
長
崎
の

学
者
ら
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
質
疑
応
答
の
単
な
る
仲
介
者
に
過
ぎ
ず
、
専
門

的
な
知
識
が
あ
っ
た
と
い
う
記
録
は
な
い
と
さ
れ
て
き
た18

。
し
か
し
た
と
え
仲

介
者
で
あ
っ
て
も
、
台
命
に
か
か
わ
る
こ
の
種
の
御
用
に
相
応
の
学
識
が
求
め

ら
れ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
こ
の
蘭
州
の
言
は
そ
れ
を
支
持
す
る
記
録
と
言

え
そ
う
で
あ
る
。
今
後
の
さ
ら
な
る
史
料
発
掘
と
追
及
が
俟
た
れ
よ
う
。

三
、
寺
院
過
去
帳

続
い
て
長
崎
の
寺
院
過
去
帳
に
見
え
る
謙
貞
関
連
の
記
述
を
と
り
あ
げ
る
。

今
回
用
い
た
テ
ク
ス
ト
は
、
長
崎
の
郷
土
史
家
・
渡
辺
庫
輔
（
一
九
〇
一
〜

一
九
六
三
）
が
、
か
つ
て
長
崎
市
内
の
諸
寺
院
の
過
去
帳
か
ら
抜
粋
・
手
写
し

て
作
成
し
た
ノ
ー
ト
計
二
七
冊
で
あ
る19

。
こ
の
ノ
ー
ト
は
、
渡
辺
が
原
本
か
ら

必
要
な
条
目
を
任
意
に
書
き
留
め
て
編
纂
し
た
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
あ
く

ま
で
二
次
的
な
編
纂
物
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
記
述
は
、
寺
院
ご
と
の
原
本
の

書
式
の
違
い
ま
で
忠
実
に
反
映
す
る
な
ど
、
一
貫
し
て
学
術
的
な
方
針
・
態
度

で
編
纂
さ
れ
て
お
り
、
長
崎
学
の
先
行
研
究
で
も
す
で
に
幅
広
く
利
用
さ
れ
て

い
る
。

は
じ
め
に
謙
貞
本
人
の
死
没
に
ま
つ
わ
る
記
載
は
、
晧
台
寺
過
去
帳
に
次
の

よ
う
に
見
え
る
。

　
（
一
五
）
晧
台
寺
・
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
一
二
月

　
　
　
　
「
廿
四
日　

萬
屋
町　

小
林
謙
貞
死　

利
山
乾
貞
居
士
」20

こ
れ
は
氏
名
の
み
な
ら
ず
、没
年
月
日
や
万
屋
町
住
と
す
る
点
も
上
掲
（
四
）

（
一
〇
）
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
謙
貞
そ
の
人
に
つ
い
て
の
記
載
と
確
定
で

き
る
。
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
、
謙
貞
が
晧
台
寺
の
檀
家
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
戒
名

を
「
利
山
乾
貞
居
士
」
と
い
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

ま
た
こ
れ
以
外
に
、
謙
貞
の
名
が
見
え
る
条
目
が
二
つ
あ
り
、
そ
れ
ら
は
い

わ
ゆ
る
「
借か

し
や家

」（
貸
家
）
の
家
主
と
し
て
、
で
あ
る
。

　
（
一
六
）
晧
台
寺
・
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
一
二
月

　
　
　
　
「
廿
日　

本
鍛
冶
屋
町　

謙
貞
借
や
小
左
衛
門
娘　

幻
影
童
女
」21

　
（
一
七
）
光
永
寺
・
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）

「
一
、
東
上
町
小
林
鎌

［
マ
マ
］貞

か
し
や
七
之
丞
妹　

法
名
妙
信　

正
月
二

日
」22

こ
の
（
一
六
）
は
、
本
鍛
冶
屋
町
に
あ
っ
た
謙
貞
の
借
家
に
住
む
小
左
衛
門

と
い
う
男
の
娘
が
没
し
、
法
名
は
幻
影
童
女
と
し
た
、
の
意
味
で
あ
る
。
本
鍛

冶
屋
町
は
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に
万
屋
町
に
改
称
さ
れ
て
お
り23

、
こ
こ

で
は
万
屋
町
と
同
じ
と
考
え
て
よ
い
。
ま
た
前
掲
（
一
五
）
か
ら
、
謙
貞
は
自

宅
も
万
屋
町
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
、
万
屋
町
に
本
宅

と
は
別
に
借
家
（
掛
屋
敷
）
も
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
小
左
衛
門
な
る
人
物
に

貸
し
て
い
た
。
同
様
に
（
一
七
）
か
ら
、
謙
貞
は
東
上
町
（
現
在
の
上
町
・
玉
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園
町
の
一
部
）
に
も
借
家
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、

長
崎
市
中
に
複
数
の
借
家
を
所
有
す
る
箇
所
持
町
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
謙
貞
の
生
業
を
確
定
で
き
る
一
次
史
料
は
見
い
だ
せ
て
い

な
い
。
し
か
し
そ
の
仕
事
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
長
崎
市
中
に

複
数
の
借
家
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
か
な
り
裕
福
な
層
に
属
す

る
町
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
当
時
の
長
崎
で
同
じ
よ
う
に

複
数
の
借
家
を
持
つ
人
物
を
捜
し
て
み
る
と
、
朱
印
船
貿
易
商
の
船
本
弥
平

次
茂
久
（
？
〜
一
六
九
一
）
や
、
崇
福
寺
大
檀
越
の
林
守
壂
（
一
六
一
〇
〜

一
六
九
四
）・
林
豐
高
（
一
六
三
四
〜
一
七
〇
九
）
親
子
な
ど
、
い
ず
れ
劣
ら

ぬ
有
力
町
人
の
名
が
見
い
だ
さ
れ
る24

。
前
掲
（
五
）
で
は
、
謙
貞
が
友
人
・
小

野
昌
碩
の
没
後
に
そ
の
遺
児
（
後
の
南
部
南
山
）
を
養
育
し
た
と
す
る
が
、
過

去
帳
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
も
、
彼
が
そ
れ
だ
け
の
資
産
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た

こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
は
、
彼
が
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）

に
晧
台
寺
に
羅
漢
像
を
奉
納
し
て
い
た
と
い
う
事
実
と
も
整
合
す
る
も
の
で
あ

る25

。続
い
て
謙
貞
の
親
族
と
推
定
さ
れ
る
人
々
の
記
載
を
挙
げ
る
と
、

　
（
一
八
）
晧
台
寺
・
寛
永
一
六
年
（
一
六
三
九
）
六
月

　
　
　
　
「
十
一
日　

本
鍛
冶
ヤ
町　

久
兵
衛
妻　

青
山
妙
秀
信
尼
」26

　
（
一
九
）
晧
台
寺
・
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
年
九
月

　
　
　
　
「
同
［
朔
日
］�

本
鍛
冶
屋
町　

樋
口
久
兵
衛　

歓
雄
道
喜
信
士
」27

こ
の
（
一
九
）
は
、
前
掲
（
一
）（
一
三
）
に
名
前
の
見
え
た
謙
貞
の
父
・

樋
口
久
兵
衛
と
比
定
さ
れ
、
ま
た
（
一
八
）
は
そ
の
妻
（
謙
貞
の
母
か
）
の
可

能
性
が
高
い28

。

さ
ら
に
時
代
が
や
や
下
っ
た
寛
文
〜
元
禄
期
に
も
、「
樋
口
久
兵
衛
」
あ
る

い
は
「
小
林
久
兵
衛
」
名
を
含
む
記
載
が
三
点
確
認
さ
れ
、
そ
れ
は
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。

　
（
二
〇
）
晧
台
寺
・
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
二
月

　
　
　
　
「
廿
六
日　

本
鍛
冶
屋
町　

樋
口
久
兵
衛
子　

周
褌
童
子
」29

　
（
二
一
）
晧
台
寺
・
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
六
月

　
　
　
　
「
五
日　

本
鍛
冶
屋
町　

樋
口
久
兵
衛
娘　

壽
心
童
女
」30

　
（
二
二
）
晧
台
寺
・
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
二
月

　
　
　
　
「
八
日　

万
屋
町　

小
林
久
兵
衛　

留
水
見
山
信
士
」31

結
論
か
ら
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
（
二
〇
）（
二
一
）（
二
二
）
に
名
の
見
え

る
本
鍛
冶
屋
町
／
万
屋
町
の
樋
口
／
小
林
久
兵
衛
は
、
す
べ
て
同
一
人
物
で
、

謙
貞
の
息
子
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
（
二
二
）
が
そ
の
死
没
の
記
載
だ
が
、
町

と
姓
の
一
致
、
お
よ
び
謙
貞
の
父
と
同
じ
「
久
兵
衛
」
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
謙
貞
の
親
族
で
あ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。
そ
の
場
合
、
謙
貞
の

兄
弟
か
子
供
の
可
能
性
等
が
考
え
ら
れ
る
が
、
謙
貞
が
生
き
て
い
れ
ば
数
え
で

九
九
歳
に
な
る
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
に
没
し
て
い
る
こ
と
は
、
子
で
あ

れ
ば
自
然
だ
が
、
兄
弟
な
ら
か
な
り
の
長
命
で
あ
る
。
ま
た
（
二
〇
）（
二
一
）

は
、
こ
の
人
の
夭
折
児
と
推
定
さ
れ
る
が
、
子
な
ら
ば
謙
貞
六
二
歳
・
六
八
歳

の
時
の
孫
と
い
う
こ
と
に
な
り
自
然
だ
が
、
兄
弟
が
こ
の
時
期
に
立
て
続
け
に

子
を
設
け
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
他
方
、も
し
こ
の
人
が
謙
貞
の
子
な
ら
ば
、

孫
が
祖
父
の
名
を
名
乗
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
場
合
、
謙

貞
が
入
獄
し
た
正
保
三
年
以
前
に
生
ま
れ
た
子
と
な
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
人
の

没
年
や
夭
折
児
二
人
の
没
年
と
も
矛
盾
し
な
い
。
ま
た
何
よ
り
も
、
彼
が
樋
口

か
ら
小
林
へ
と
改
姓
し
て
い
る
こ
と
は
、
父
の
改
姓
に
と
も
な
う
も
の
だ
っ
た

と
考
え
る
の
が
、
も
っ
と
も
自
然
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
考
察
と
、
後
掲
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の
（
二
四
）
か
ら
、
こ
の
久
兵
衛
が
謙
貞
の
子
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
と
み
て

よ
い
だ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、
謙
貞
本
人
の
樋
口
か
ら
小
林
へ
の
改
姓
も
、
彼
の
名
が
ま
だ

「
樋
口
」
と
書
か
れ
る
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
以
降
だ
っ
た
と
推
定
で
き
る

こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
（
二
一
）
の
記
載
は
、
子
・
久
兵
衛
本
人
で
は
な
く
、

晧
台
寺
の
関
係
者
が
記
し
た
も
の
な
の
で
、
た
と
え
ば
そ
の
少
し
前
に
改
姓
し

て
い
た
も
の
の
、
新
姓
の
「
小
林
」
で
は
な
く
、
慣
れ
親
し
ん
だ
「
樋
口
」
で

書
か
れ
た
と
い
う
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
そ
の
可
能
性
は
、
改

姓
か
ら
時
間
が
経
て
ば
経
つ
ほ
ど
低
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の

は
、
謙
貞
が
二
一
年
間
の
入
獄
か
ら
晴
れ
て
赦
免
さ
れ
た
の
は
寛
文
七
年
で
、

同
八
年
と
か
な
り
近
い
時
期
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。改
姓
の
よ
う
な
重
大
事
は
、

一
般
的
に
何
か
大
き
な
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
の
直
後
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

家
族
に
と
っ
て
謙
貞
の
出
獄
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
出
来
事
で
あ
っ
た
に
ち
が
い

な
い
。
ま
だ
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
以
上
か
ら
謙
貞
父
子
の
改

姓
は
、
父
の
出
獄
を
機
に
な
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

最
後
に
、
本
蓮
寺
過
去
帳
の
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
）
三
月
の
条
に
、
万

屋
町
に
借
家
を
持
つ
「
小
林
権
兵
衛
」
な
る
人
物
の
名
が
見
え
て
い
る
。

　
（
二
三
）
本
蓮
寺
・
元
禄
一
一
年

　
　
　
　
「
寅
三
月
二
六
日

　
　
　
　

一
、
幸
春　

万
屋
町
小
林
権
兵
衛
借
屋
森
作
之
助
母
七
拾
弐
寺
内
へ

取
置
普
門
」32

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
謙
貞
は
生
前
、
万
屋
町
に
借
家
を
持
っ
て
い
た

（
前
掲
（
一
六
）
参
照
）。
そ
の
借
家
は
謙
貞
の
没
後
、
遺
族
に
引
き
継
が
れ
た

は
ず
で
、
現
在
の
と
こ
ろ
上
に
見
た
子
・
久
兵
衛
が
そ
の
候
補
と
し
て
想
定
さ

れ
る
。
し
か
し
こ
の
「
権
兵
衛
」
が
「
久
兵
衛
」
の
誤
り
で
な
い
な
ら
ば
、
こ

の
人
も
謙
貞
の
子
（
す
な
わ
ち
子
・
久
兵
衛
の
兄
弟
）
だ
っ
た
可
能
性
を
想
定

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。そ
う
確
定
す
る
に
は
な
お
史
料
不
足
の
感
が
否
め
な
い
が
、

謙
貞
の
家
屋
敷
の
相
続
と
相
続
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
引
き
続
き
検

討
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

四
、
町
絵
図

続
い
て
現
存
す
る
万
屋
町
の
町
絵
図
二
種
か
ら
謙
貞
の
遺
族
に
関
す
る
情
報

を
探
る
。
こ
れ
ら
は
か
つ
て
奉
行
の
命
や
あ
る
い
は
町
政
の
必
要
上
作
成
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、
当
時
の
万
屋
町
の
地
権
者
名
を
知
る
た
め
の
基
礎

史
料
で
あ
る
。

ま
ず
こ
の
種
の
町
絵
図
で
は
最
古
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
、
元
禄
七
年

（
一
六
九
四
）
の
『
水
帳
惣
坪
図
面
帳
（
万
屋
町
）』33

か
ら
、
謙
貞
の
遺
族
に
ま

つ
わ
る
情
報
を
探
る
と
、
町
の
北
西
部
の
一
角
（
現
在
の
長
崎
市
浜
町
三
―

一
〇
付
近
）
に
、

　
（
二
四
）
子
・
久
兵
衛
の
家
屋
敷

　
　
　
　
「
表
口
五
間
壱
尺
弐
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
ケ
所　

小
林
久
兵
衛

　
　
　
　

入
拾
四
間
三
尺
□［

五
］寸

　
　
　
　
　
　

七
拾
五
坪
三
合
七
勺
六
才
」

と
記
入
し
た
区
画
が
あ
り
、
こ
れ
は
前
掲
（
二
二
）
の
子
・
久
兵
衛
の
家
屋
敷

と
確
定
で
き
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
確
か
に
謙
貞
の
家
屋
敷
を
相
続
し
て
い
た

わ
け
で
あ
る
。
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さ
ら
に
町
絵
図
に
は
「
小
林
権
十
郎
」
名
義
の
区
画
も
二
つ
確
認
で
き
る
。

　
（
二
五
）
小
林
権
十
郎
の
家
屋
敷

　
　
　
　
「
表
口
四
間
七
尺
弐
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
ケ
所　

□
 ［
小
ヵ
］林

［
権
十
］
郎

　
　
　
　

入
拾
四
間
四
尺
八
寸

　
　
　
　
　
　

七
拾
七
坪
六
合
四
勺
六
才
」

　
（
二
六
）
小
林
権
十
郎
の
掛
屋
敷

　
　
　
　
「
表
口
三
間
四
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
ケ
所　

小
林
権
十
郎

　
　
　
　

入
拾
七
間
壱
尺　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

掛
屋
敷

　
　
　
　
　
　

六
拾
弐
坪
八
合
九
才
」

こ
の
（
二
五
）
は
、
町
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
区
画
（
現
在
の
万
屋
町
五

―
一
付
近
）34

で
、（
二
六
）
は
、（
二
四
）
の
道
を
挟
ん
だ
向
か
い
側
や
や
東
寄

り
の
一
角
（
現
在
の
万
屋
町
四
―
二
一
付
近
）
に
あ
た
る
。
後
者
に
は
「
掛
屋

敷
」
と
付
す
こ
と
か
ら
、
権
十
郎
は
（
二
五
）
を
本
宅
と
し
、（
二
六
）
を
借

家
等
に
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
権
十
郎
は
、
寺
院
過
去
帳
ノ
ー
ト
に
は
名
前
が
見
え
な
い
。
し
か
し
謙

貞
は
、万
屋
町
に
複
数
の
家
屋
敷
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら（
前
掲（
一
五
）

（
一
六
））、
こ
の
権
十
郎
も
、
子
・
久
兵
衛
と
同
じ
く
謙
貞
の
子
か
少
な
く
と

も
親
族
で
、
そ
れ
を
相
続
し
て
い
た
可
能
性
を
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
の

名
前
が
、
謙
貞
の
子
と
疑
わ
れ
る
前
掲
（
二
三
）
の
小
林
権
兵
衛
と
、「
権
」

の
字
が
一
致
す
る
こ
と
も
、
偶
然
と
は
考
え
に
く
い
も
の
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
元
禄
七
年
以
降
の
動
き
を
追
跡
す
る
た
め
に
、『
正
徳
年
間
町
絵

図
（
万
屋
町
）』35

を
確
認
す
る
と
、
上
述
の
三
区
画
は
そ
れ
ぞ
れ
、

　
　

（
二
四
）
小
林
久
兵
衛　
　
　
　

→　

小
川
七
右
衛
門

　
　

（
二
五
）
小
林
権
十
郎　
　
　
　

→　

的
野
市
郎
兵
衛

　
　

（
二
六
）
小
林
権
十
郎
掛
屋
敷　

→　

小
林
久
兵
衛

に
名
義
が
変
わ
っ
て
い
る
。

と
く
に
注
目
す
べ
き
は
（
二
六
）
で
あ
る
。
こ
の
絵
図
が
正
徳
年
間
の
所
有

者
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
人
は
元
禄
一
二
年
に
没
し

た
謙
貞
の
子
・
久
兵
衛
（
二
二
）
で
は
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
子
孫
だ
っ
た
こ
と

に
な
る
。
こ
の
人
が
、
謙
貞
の
子
と
疑
わ
れ
る
権
十
郎
（
二
五
・
二
六
）
の
掛

屋
敷
の
後
継
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
可
能
性
を
支
持
し
て
い
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
元
禄
七
年
の
時
点
で
、
謙
貞
に
由
来
す
る
と
推
定
さ
れ

る
家
屋
敷
は
万
屋
町
内
に
計
三
区
画
あ
り
、
そ
れ
ら
を
相
続
し
た
親
族
と
し
て

は
、
謙
貞
の
子
・
久
兵
衛
（
二
二
）
の
み
な
ら
ず
、
権
十
郎
（
二
五
）（
二
六
）、

さ
ら
に
は
権
兵
衛
（
二
三
）
ま
で
含
む
、
最
大
三
人
が
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
そ

の
一
部
は
、
そ
の
次
の
世
代
に
ま
で
継
承
さ
れ
た
と
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

無
論
、
現
史
料
で
は
不
明
な
点
が
な
お
多
く
、
今
後
の
さ
ら
な
る
史
料
発
掘

や
検
証
が
俟
た
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
謙
貞
に
遺
族
が
い
た

こ
と
は
、
上
の
諸
史
料
か
ら
確
実
と
言
っ
て
よ
く
、
彼
が
長
崎
に
生
き
た
証
と

し
て
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
小
林
家
の
墓
は
、
昭
和
初
期
頃
ま
で
晧
台
寺

山
上
の
松
姫
神
社
横
に
存
在
し
た
と
い
う
が36

、
ま
だ
現
存
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
の
捜
索
を
含
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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五
、
謙
貞
の
死
に
ま
つ
わ
る
記
録

謙
貞
が
天
和
三
年
一
二
月
二
四
日
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
は
、
前
掲
（
四
）
や

（
一
五
）
に
よ
り
確
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
自
然
死
で
は
な
く
、
万
屋
町
の
糸

屋
八
郎
右
衛
門
宗
勝
（
一
六
一
九
〜
一
六
八
四
）
と
の
間
に
起
き
た
刃
傷
事
件

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
事
件
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
長
崎
の
史
家
に
よ
る
研
究37

が
あ
り
、
以
下
で
は

そ
の
成
果
を
一
次
史
料
に
遡
っ
て
ま
と
め
つ
つ
、
新
た
な
史
料
を
補
足
し
て
お

く
。こ

の
事
件
の
詳
し
い
顛
末
は
、
長
崎
奉
行
所
の
『
犯
科
帳
』
第
一
巻
の
記
載

か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
二
七
）『
犯
科
帳
』
第
一
巻
記
載

　
　
「
万
屋
町

　
　

一
、
糸
屋
八
郎
右
衛
門　

亥
ニ
歳
六
拾
五　
　

亥
十
二
月
十
九
日
其
町
内

江
預
置
之

　
　
　
　

此
者
亥
十
二
月
十
九
日
、
同
町
小
林
鎌

［
マ
マ
］貞

宅
江
相
越
、
常
々
依
為

懇
志
咄
申
候
は
、
世
忰
七
郎
兵
衛
存
生
之
内
、
家
屋
鋪
を
書
入
致
借

金
候
。
七
郎
兵
衛
儀
は
五
年
以
前
令
病
死
、
其
以
後
ニ
右
之
段
八
郎

右
衛
門
承
候
。
契
約
之
年
月
延
引
ニ
付
、
金
主
方
江
此
度
家
屋
敷
相

渡
申
候
。
此
段
無
念
ニ
存
、
自
害
可
仕
由
申
付
而
鎌
貞
色
々
致
教
訓

候
処
、
還
而
遺
恨
ニ
存
、
於
其
座
ニ
鎌
貞
を
一
太
刀
切
申
候
付
則
与

臥
候
処
、
何
も
出
合
押
置
候
由
町
内
乙
名
組
頭
訴
之
候
。
早
速
以
検

使
遂
穿
鑿
候
処
、
右
之
趣
無
紛
候
。
然
所
同
廿
四
日
鎌
貞
右
之
手
疵

ニ
而
相
果
候
付
、
同
廿
五
日
令
刎
首
之
候
」38

す
な
わ
ち
万
屋
町
在
住
の
糸
屋
八
郎
右
衛
門
は
、
天
和
三
年
一
二
月
一
九
日

に
、
か
ね
て
か
ら
懇
意
に
し
て
い
た
同
町
の
謙
貞
自
宅
を
訪
れ
、
忰
・
七
郎
兵

衛
が
引
き
起
こ
し
た
問
題
に
つ
い
て
話
を
し
た
と
い
う
。
七
郎
兵
衛
は
す
で
に

五
年
前
に
病
死
し
て
い
た
が
、
ど
う
や
ら
父
が
知
ら
ぬ
間
に
、
家
屋
敷
を
抵
当

に
借
金
を
し
て
お
り
、
そ
れ
は
彼
の
死
後
よ
う
や
く
八
郎
右
衛
門
の
知
る
と
こ

ろ
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
と
う
と
う
家
屋
敷
が
人
手
に
渡
る
こ
と
に
な
り
、

あ
ま
り
に
も
無
念
で
あ
る
た
め
、
八
郎
右
衛
門
は
自
害
を
決
意
し
た
。
し
か
し

そ
れ
を
謙
貞
に
戒
め
ら
れ
た
こ
と
を
、
か
え
っ
て
遺
恨
に
思
い
、
そ
の
場
で
謙

貞
に
一
太
刀
切
り
付
け
、取
り
押
さ
え
ら
れ
て
町
内
預
け
と
な
っ
た
。
謙
貞
は
、

そ
の
手
傷
が
原
因
で
、
五
日
後
の
二
四
日
に
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
八
郎

右
衛
門
は
そ
の
翌
日
の
一
二
月
二
五
日
、
打
ち
首
と
な
っ
た
。

こ
の
記
載
は
、
晩
年
の
謙
貞
の
交
友
関
係
や
そ
の
人
と
な
り
を
窺
う
上
で
た

い
へ
ん
貴
重
な
史
料
で
は
あ
る
が
、
そ
の
結
末
は
悲
劇
的
で
あ
っ
た
と
言
う
ほ

か
は
な
い
。
な
お
八
郎
右
衛
門
は
、
朱
印
船
貿
易
家
・
糸
屋
随
右
衛
門
（
？
〜

一
六
五
〇
）
の
子
と
推
定
さ
れ
る
人
物
で
、
そ
の
万
屋
町
の
自
宅
は
、
隠
元
が

多
く
の
弟
子
を
引
き
連
れ
て
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
に
来
港
し
た
際
の
宿
に

使
わ
れ
た
と
い
う
か
ら
、
当
時
の
長
崎
で
も
指
折
り
の
邸
宅
だ
っ
た
に
違
い
な

い39

。
八
右
衛
門
お
よ
び
糸
屋
の
名
は
、
前
掲
の
元
禄
七
年
『
水
帳
惣
坪
図
面
帳

（
万
屋
町
）』
に
は
見
い
だ
さ
れ
ず
、
ま
も
な
く
人
手
に
わ
た
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
後
、
謙
貞
は
晧
台
寺
墓
域
に
埋
葬
さ
れ
た
は
ず
だ
が
、
上
述
し
た
よ
う

に
、そ
の
墓
地
の
現
存
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
糸
屋
八
郎
右
衛
門
の
墓
は
、

長
照
寺
の
後
山
に
現
存
し
て
い
る
。
そ
の
正
面
に
「
壽
泉
院
空
門
宗
勝
／
天
和

三
癸
亥
年
／
十
二
月
二
十
五
日
卒
」、
左
側
面
に
「
糸
屋
八
郎
右
衛
門
」
と
陰

刻
し
て
お
り
、『
犯
科
帳
』
の
記
述
と
符
号
す
る
。

こ
の
事
件
は
、
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
長
崎
の
人
び
と
の
口
の
端
に
上
っ
た
よ

う
で
、
た
と
え
ば
天
明
期
以
降
の
成
立
と
さ
れ
る
『
長
崎
略
記
会
釈
』
に
は
、



− −28

同
［
天
和
三
］
年
十
二
月
十
九
日
申
時
頃
ニ
万
屋
町
居
住
之
小
林
謙
貞

と
申
仁
ヲ
同
町
之
糸
屋
八
郎
右
衛
門
ト
申
者
刹
害
ス
。
如
何
成
所
謂
を

不
知
。
同
廿
四
日
死
去
。
行
年
六

［
マ
マ
］拾

四
歳
。
天
門

［
マ
マ
］博

学
の
者
成
け
る

に
惜
し
き
事
共
也40

。

と
見
え
、「
天
門
博
学
の
者
」
の
死
を
悼
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
頃
に
成
立
し
た
『
崎
陽
歳
代
記
』
の
天
和

三
年
の
条
に
は
「
小
林
謙
貞
死
ス
」41

と
見
え
、
ま
た
幕
末
頃
の
編
纂
と
推
定
さ

れ
る
青
木
永
繁
編
『
長
崎
建
立
并
諸
記
挙
要
』
の
天
和
二マ

マ

年
の
条
に
も
、

小
林
謙
貞
と
云
者
を
同
町
糸
屋
随

［
マ
マ
］右

衛
門
殺
害
す
。
い
か
成
所
謂
か
不

相
分
。
同
廿
四
日
死
す
。
此
小
林
氏
ハ
天
門

［
マ
マ
］博

学
之
人
な
る
由
、
時
人

甚
惜
ム42

。

と
見
え
る
。
後
者
は
前
掲
『
長
崎
略
記
会
釈
』
の
記
述
と
よ
く
一
致
す
る
た
め
、

同
書
に
取
材
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
長
崎
の
地
誌
に
こ

う
し
た
記
述
が
複
数
残
さ
れ
た
こ
と
は
、
記
憶
に
残
る
痛
ま
し
い
事
件
で
あ
っ

た
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
学
者
を
失
っ
た
人
び
と
の
落
胆
の
大
き
さ

を
物
語
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

六
、
結
び

以
上
本
稿
で
は
、
近
世
初
中
期
の
長
崎
で
成
立
し
た
史
料
を
用
い
て
、
小
林

謙
貞
の
伝
記
的
事
項
に
つ
い
て
整
理
・
考
証
し
た
。
そ
の
成
果
は
、上
述
の（
一
）

〜
（
二
七
）
に
ま
と
め
た
通
り
で
あ
る
が
、
と
く
に
冒
頭
で
触
れ
た
「
小
林
謙

貞
＝
樋
口
権
右
（
左
）
衛
門
」
同
一
人
物
説
に
関
わ
る
と
こ
ろ
を
若
干
述
べ
て
、

結
び
に
代
え
た
い
。

第
一
に
指
摘
す
べ
き
は
、
謙
貞
が
「
樋
口
権
右
（
左
）
衛
門
」
を
名
乗
っ
た

こ
と
を
示
す
証
拠
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
ま
っ
た
く
見
い
だ
さ
れ
な
い
こ
と
で

あ
る
。
今
後
同
説
の
当
否
を
論
じ
る
上
で
、
ま
ず
は
こ
の
点
に
留
意
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
彼
の
子
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
遺
族
と
想
定
す
べ
き
二
人
の

人
物
が
、そ
れ
ぞ
れ
権
兵
衛（
二
三
）、権
十
郎（
二
五
）（
二
六
）の
よ
う
に
、「
権
」

字
を
含
む
通
称
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
樋
口
／
小
林
家

に
お
い
て
「
権
」
の
字
が
通
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
確
実
と
言
っ
て
よ

く
、
こ
の
こ
と
は
「
樋
口
権
右
（
左
）
衛
門
」
の
存
在
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
謙
貞
本
人
が
「
権
」
字
を
含
む
通
称
を
名
乗
っ

た
か
ど
う
か
は
現
史
料
で
は
確
定
で
き
ず
、
新
史
料
の
発
見
を
俟
つ
ほ
か
は
な

い
。最

後
に
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
同
一
人
物
説
の
検
証
の

た
め
に
は
、本
稿
で
取
り
上
げ
た
史
料
の
み
な
ら
ず
、「
樋
口
権
右
（
左
）
衛
門
」

の
存
在
を
伝
え
る
側
の
史
料
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
考
証
を
施
す
こ
と
が
必
須

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
史
料
は
、
い
ず
れ
も
謙
貞
と
親

し
く
交
わ
っ
た
か
、
少
な
く
と
も
彼
の
周
囲
に
存
在
し
た
人
々
に
由
来
す
る
記

録
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
「
樋
口
権
右
（
左
）
衛
門
」
の
存
在
が
見
い
だ
さ
れ

な
い
以
上
、
次
に
問
題
と
す
べ
き
は
、
そ
の
存
在
を
伝
え
る
側
の
史
料
が
、
い

つ
、
誰
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
生
み
出
さ
れ
た
か
の
文
献
学
的
な
検

証
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
同
一
人
物
説
の
も
っ
と
も
重
要
な
根
拠
と
さ
れ
て

き
た
岡
崎
家
文
書
（
日
本
学
士
院
蔵
）
に
つ
い
て
は
、
史
料
と
し
て
の
問
題
点

が
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
い
な
が
ら43

、
批
判
的
な
考
証
は
十
分
行
わ
れ
て
こ
な

か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
後
の
研
究
の
大
き
な
課
題
と
言
え
よ
う
。

無
論
本
稿
で
取
り
上
げ
た
史
料
も
、
引
き
続
き
そ
の
内
容
・
背
景
に
ま
つ
わ

る
考
証
や
、
新
史
料
に
基
づ
く
情
報
の
更
新
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
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は
そ
う
し
た
作
業
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
研
究
と
し
て
提
示
す
る
も
の
で
あ

る
。
管
見
に
入
っ
た
史
料
を
可
能
な
限
り
盛
り
込
む
よ
う
努
め
た
が
、
識
者
の

ご
批
正
と
ご
教
示
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。�

（
了
）

補
論

謙
貞
の
師
で
あ
る
林
吉
右
衛
門
先
生
の
名
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
史
料
や

論
者
に
よ
っ
て
「
吉
左
衛
門
」
あ
る
い
は
「
光
生
」
と
記
す
と
い
う
混
乱
が
あ
っ

た
。
こ
の
機
会
に
現
史
料
に
基
づ
い
て
考
証
し
て
お
く
。

ま
ず
『
長
崎
先
民
伝
』
の
初
期
の
草
稿
本
で
あ
る
国
会
本
や
神
戸
本
は
、
い

ず
れ
も
「
吉
右
」
と
し
て
い
る44

。
ま
た
『
測
量
秘
言
』
の
岡
本
本
・
林
本
・
狩

野
本
は
「
先
生
」
に
対
し
す
べ
て
「
シ
ン
ス
サ
イ
」
と
い
う
ル
ビ
を
振
っ
て
い

る45

。さ
ら
に
長
崎
の
旧
記
を
集
め
た『
長
崎
集
』の
正
保
三
年
の
項
の
頭
注
に
も
、

四
月
六
日
、
東
中
町
林
吉
右
衛
門
ト
云
者
御
刑
罰
、
先シ

ン
セ
イ生

ト
号
ス
ル
、
邪

宗
門
ニ
達
候
者
也46

。

と
見
え
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
彼
の
名
は
「
吉
右
衛
門
」「
先
生
」
で
そ
れ
ぞ

れ
確
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
先
生
」
に
つ
い
て
は
、
室
鳩
巣
の
『
兼
山
秘
録
』
に
も
「
唐
人
の
海
賊
ど

も
首
魁
を
ば
先
生
と
号
申
候
。
福
州
音
に
て
シ
ヤ
ン
ス
イ
と
唱
申
候
」47

と
見
え

る
こ
と
か
ら
、
号
の
類
だ
っ
た
と
思
し
い
。

さ
ら
に
一
六
七
〇
年
代
の
筆
録
と
さ
れ
る
『
長
崎
箚
記
』
に
は
、

　

〇�

シ
ン
サ
イ
ハ
、
ユ
ル
マ
ン
也
。
コ
ロ
ヒ
候
テ
ヨ
リ
後
、
ト
カ
ク
、
ウ
サ

ン
ナ
ル
者
ト
テ
、
御
セ
ン
サ
ク
被
成
候
ヘ
ハ
、
キ
リ
シ
タ
ン
ノ
道
具
有

之
候
故
、
下
ツ
リ
ニ
被
成
候
由48

。

な
る
記
述
が
見
え
て
い
る
。
本
書
は
、
長
崎
の
古
老
の
言
い
伝
え
た
長
崎
開
港

の
事
情
や
、
近
世
初
期
に
お
け
る
長
崎
の
風
聞
を
、
計
四
九
条
の
箇
条
書
き
で

記
し
た
も
の
で49

、
上
の
引
用
は
そ
の
第
三
九
条
に
あ
た
る
。
そ
の
前
で
は
、
沢
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野
忠
庵
の
棄
教
と
彼
が
「
ナ
ン
ハ
ン
ノ
学
者
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
（
第

三
五
条
）、ま
た
そ
の
後
に
は
、井
上
筑
後
守
の
こ
と
（
第
四
〇
条
）
に
続
け
て
、

南
蛮
・
紅
毛
の
地
度
と
里
数
、
ま
た
「
イ
ス
タ
ラ
ビ
ヨ
」（
ア
ス
ト
ロ
ラ
ー
ベ
）

に
関
す
る
記
述
（
第
四
一
〜
四
五
条
）
を
収
録
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
編
者
は

南
蛮
の
学
問
、
と
り
わ
け
天
文
地
理
学
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
そ
う
す

る
と
、こ
の
「
シ
ン
サ
イ
」
が
林
吉
右
衛
門
先
生
そ
の
人
で
あ
っ
た
可
能
性
も
、

決
し
て
低
く
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
と
り
わ
け
こ
こ
で
彼
は
「
ユ
ル
マ
ン
」（
イ

ル
マ
ン
。
修
道
士
）
だ
っ
た
と
さ
れ
、
ま
た
「
キ
リ
シ
タ
ン
ノ
道
具
」
を
所
持

し
た
罪
に
よ
り
「
下
ツ
リ
」（
い
わ
ゆ
る
穴
吊
る
し
の
こ
と
か
）
で
処
刑
さ
れ

た
な
ど
、
こ
れ
ま
で
未
知
の
情
報
も
多
く
見
え
て
い
る
。
林
お
よ
び
謙
貞
の
伝

記
的
研
究
に
ま
つ
わ
る
新
た
な
有
力
史
料
と
し
て
、
と
く
に
紹
介
す
る
所
以
で

あ
る
。
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��1
そ
の
代
表
的
研
究
と
し
て
、
次
の
四
点
を
挙
げ
て
お
く
。
林
鶴
一
「
細
井

広
沢
」、
林
博
士
遺
著
刊
行
会
『
和
算
研
究
集
録
』
巻
下
（
東
京
開
成
堂
、

一
九
三
七
年
）、
四
三
九
〜
四
四
一
、四
四
五
〜
四
四
七
頁
。
三
上
義
夫
『
日
本

測
量
術
史
之
研
究
』（
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
四
七
年
）、
三
五
〜
三
七
、五
一

〜
六
九
頁
。
海
老
沢
有
道
『
南
蛮
学
統
の
研
究
―
近
代
日
本
文
化
の
系
譜
』
増

補
版（
創
文
社
、一
九
七
八
年
）、一
八
八
〜
二
〇
三
頁
。
海
野
一
隆「
正
保
刊『
万

国
総
図
』
の
成
立
と
流
布
」、
同
『
東
西
地
図
文
化
交
渉
史
研
究
』（
清
文
堂
出

版
、
二
〇
〇
三
年
）、
三
二
八
〜
三
八
三
頁
、
と
く
に
三
四
四
〜
三
四
七
頁
。

��2
矢
守
一
彦
「
江
戸
前
期
測
量
術
史
箚
記
」『
大
阪
大
学
日
本
学
報
』
第
三
号

（
一
九
八
四
年
）、
一
〜
三
五
頁
、
特
に
二
〜
三
頁
。

��3
若
木
太
一
・
高
橋
昌
彦
・
川
平
敏
文
編
『
長
崎
先
民
伝
注
解
―
近
世
長
崎
の

文
苑
と
学
芸
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
）、
一
五
四
頁
。
本
書
に
収
録
さ
れ

る
『
長
崎
先
民
伝
』
テ
ク
ス
ト
は
、
諸
本
の
校
異
ま
で
掲
げ
た
決
定
版
で
、
本

稿
の
以
下
の
議
論
で
は
す
べ
て
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
用
い
た
（
以
下
『
長
崎
先
民

伝
』
と
略
称
）。
な
お
草
拙
・
千
里
父
子
を
含
む
盧
氏
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、

若
木
太
一
「
盧
氏
の
系
譜
」、『
長
崎
先
民
伝
』、
二
三
六
〜
二
五
〇
頁
。

��4
『
長
崎
先
民
伝
』、
四
五
〜
四
六
頁
所
収
の
書
き
下
し
文
に
従
う
。
た
だ
し

同
書
、
四
七
頁
の
校
異
（
国
会
本
、
神
戸
本
）
に
従
っ
て
、
原
文
「
吉
左
」「
勝

豊
」
を
そ
れ
ぞ
れ
「
吉
右
」「
勝
登
」
と
改
め
た
。
林
の
通
称
を
「
吉
右
（
衛
門
）」

と
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
本
稿
補
論
を
参
照
。
ま
た
長
崎
奉
行
・
牛
込
忠
左

衛
門
勝
登
に
つ
い
て
は
、越
中
哲
也
「
長
崎
奉
行
牛
込
忠
左
衛
門
勝
登
（
上
・
中
・

下
一
・
下
二
）」『
長
崎
談
叢
』
第
七
一
〜
七
四
輯
、
一
九
八
六
〜
一
九
八
八
年

参
照
。

��5
右
の
引
用
で
は
「
刑
に
就
く
」
と
記
す
の
み
だ
が
、小
野
昌
碩
の
項
で
は
「
正
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保
三
年
、
四
月
六
日
、
林
生
、
刑
死
す
」
と
し
て
お
り
、
こ
の
時
刑
死
し
た
と

確
定
で
き
る
。『
長
崎
先
民
伝
』、
四
七
頁
。
林
に
つ
い
て
は
本
稿
補
論
も
参
照

の
こ
と
。

��6
草
寿
に
つ
い
て
は
、
川
平
敏
文
『
徒
然
草
の
十
七
世
紀
―
近
世
文
芸
思
潮
の

形
成
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）、
二
八
九
〜
三
〇
八
頁
所
収
の
「
南
部
草

寿
―
明
儒
の
風
貌
」
参
照
。

��7
『
長
崎
先
民
伝
』
の
出
典
は
そ
れ
ぞ
れ
（
五
）
南
部
景
衡
、
小
野
昌
碩
、
盧

千
里
自
叙
。
二
八
、四
七
〜
四
八
、一
五
三
〜
一
五
四
頁
。（
六
）
小
野
昌
碩
、

吉
村
長
蔵
、
胡
麻
屋
了
益
・
朝
日
玄
育
・
本
山
作
左
・
金
屋
孫
右
・
三
島
吉

左
、
向
井
元
升
。
四
七
〜
五
〇
、一
三
〇
頁
。（
七
）
関
荘
三
郎
、
盧
千
里
自
叙
。

五
一
、一
五
三
〜
一
五
四
頁
。（
八
）
千
賀
三
大
夫
・
平
賀
勘
十
郎
。
一
三
四
〜

一
三
五
頁
。（
九
）
島
谷
見
立
。
一
五
一
頁
。
た
だ
し
島
谷
の
小
笠
原
探
検
の

時
期
は
原
文
「
延
宝
丙
辰
（
四
年
）」
を
「
延
宝
三
年
」
に
訂
正
。�

��8
昌
碩
の
生
没
年
は
、
寺
院
過
去
帳
ノ
ー
ト
（
本
稿
第
三
節
参
照
）
の
記
載
、

寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）「
六
月
十
九
日　

一
、
徳
成
院
昌
碩　

内
中
町
小
野

昌
碩
五
十
八
歳　

導
師
日
精
」
か
ら
導
出
し
た
。『
本
蓮
寺
〔
過
去
帳
〕
一
』、

三
九
頁
。こ
の
内
中
町
の
昌
碩
宅
は
没
後
借
家
に
さ
れ
た
よ
う
で
、『
光
永
寺〔
過

去
帳
〕
一
』、
四
頁
に
「
寛
文
八
申
［
中
略
］
一
、
西
中
町
小
野
昌
碩
借
や
彦

助
娘
法
名
妙
存
。
同［
正
月
］廿
一
日
」と
見
え
る
。
な
お『
本
蓮
寺〔
過
去
帳
〕一
』

に
は
、昌
碩
の
母
や
夭
折
児
ら
の
記
載
も
見
え
る
が
煩
雑
に
す
ぎ
る
た
め
略
す
。

昌
碩
の
墓
碑
は
か
つ
て
大
音
寺
の
医
家
・
潁
川
家
墓
地
内
に
あ
っ
た
が
、
近
年

の
調
査
で
は
現
存
が
確
認
で
き
ず
、
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
。
古
賀
十
二
郎
の

残
し
た
ノ
ー
ト
に
よ
る
と
、
そ
の
墓
碑
銘
は
「
南
無
妙
法
蓮
華
經　

徳
成
院
昌

碩
霊カ

／
寛
文
七
丁
未
年
／
六
月
十
九
日
」
で
あ
っ
た
。『
長
崎
名
家
墓
所
一
覧　

続
四
』（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
、
古
賀
一
三�

三
〇
六
‐
三�

四
）、
四
五
頁
。

��9
関
の
名
は
、
薬
師
寺
久
左
衛
門
・
宇
右
衛
門
宛
に
自
覚
流
起
請
文
を
提
出
し

た
諸
子
の
中
に
見
え
る
。
彼
は
砲
術
に
も
手
を
染
め
て
い
た
よ
う
だ
。「
一
、万

治
三
年
［
一
六
六
〇
］
八
月
廿
日　

長
崎
住　

関
庄
三
郎
」、『
鍛
錬
流
自
覚
流

誓
紙
之
衆
中
』（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
、渡
辺
一
六�

一
九
）、一
八
ウ
参
照
。

�10
秋
岡
武
次
郎
「
小
笠
原
諸
島
発
見
史
の
基
本
資
料
・
地
図
に
つ
い
て
（
一
）」

『
海
事
史
研
究
』
第
一
号
、
一
九
六
三
年
。

�11
「
関
、
因
つ
て
贄し

を
執
つ
て
之
れ
［
謙
貞
］
に
見ま

み

ゆ
。
始
め
以
為
ら
く
、
謙

貞
己
れ
に
如
か
ず
と
。
初
め
て
相
見
え
、窺
ふ
に
星
尺
を
問
ふ
。
謙
貞
曰
く
、「
此

れ
須
ら
く
自
ら
工
夫
を
用
ふ
べ
し
。何
ぞ
人
に
問
ふ
を
為
さ
ん
」と
。相
語
ら
ひ
、

閫
奥
に
及
ぶ
。
是
に
於
て
始
め
て
其
の
学
の
己
れ
に
過
ぐ
る
を
知
る
な
り
。
遂

に
趨
承
し
て
業
を
請
ふ
。
相
従
ふ
の
晩お

そ

き
を
恨
む
」、『
長
崎
先
民
伝
』、五
一
頁
。

�12
井
上
の
事
績
を
詳
し
く
伝
え
る
文
書
「
井
上
氏
系
譜
」、
下
総
町
史
編
さ

ん
委
員
会
編
『
下
総
町
史�

近
世
編
史
料
集
I
』（
下
総
町
、
一
九
八
五
年
）、

九
三
〜
九
七
頁
参
照
。

�13
平
岡
隆
二
・
日
比
佳
代
子
「
史
料
紹
介　

細
井
広
沢
編
『
測
量
秘
言
』」『
科

学
史
研
究
』
第
四
三
巻
、
№
二
三
〇
（
二
〇
〇
四
年
）、
九
四
〜
一
〇
五
頁
。

平
岡
隆
二
「「
測
量
秘
言
」
の
写
本
に
つ
い
て
」『
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
研
究

紀
要
』
第
六
号
（
二
〇
一
二
年
）、
四
三
〜
五
六
頁
参
照
。

�14
平
岡
・
日
比
前
掲
論
文
、
九
五
〜
九
六
頁
。
平
岡
前
掲
論
文
、
五
四
頁
の
正

誤
表
も
参
照
の
こ
と
。

�15
今
村
英
明
「『
測
量
秘
言
』
成
立
の
背
景
に
つ
い
て
」『
洋
学
史
研
究
』
二
八

号
（
二
〇
一
一
年
）、
一
〜
一
五
頁
、
と
く
に
二
〜
三
、五
頁
参
照
。
渡
辺
の
名

は
、
出
島
オ
ラ
ン
ダ
商
館
日
誌
（
お
よ
び
江
戸
参
府
日
誌
）
に
し
ば
し
ば
見
え

て
い
る
。
今
村
英
明
『
オ
ラ
ン
ダ
商
館
日
誌
と
今
村
英
生
・
今
村
明
生
―
日
蘭

貿
易
や
洋
学
の
発
展
に
貢
献
し
た
阿
蘭
陀
通
詞
の
記
録
―
』（
ブ
ッ
ク
コ
ム
、
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二
〇
〇
七
年
）、
一
八
三
〜
一
八
五
、一
八
七
、一
八
九
〜
一
九
一
、一
九
九
頁
。

ま
た
『
測
量
秘
言
』
所
収
書
簡
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
平
岡
前
掲
論
文
、
五
二

〜
五
四
頁
の
附
録
一
・
二
も
参
照
の
こ
と
。

�16
五
井
蘭
洲
著
（
西
村
時
彦
編
）『
蘭
州
茗
話
』（
松
村
文
海
堂
、一
九
一
一
年
）、

巻
下
、
二
一
ウ
〜
二
二
オ
。

�17
今
村
は
、
軍
蔵
が
一
七
二
四
年
だ
け
で
な
く
一
七
二
六
年
の
江
戸
参
府
に
も

付
き
添
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
今
村
前
掲
論
文
、
三
、一
一
頁
。

�18
今
村
前
掲
論
文
、
三
頁
。

�19
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
、
渡
辺
一
三�

二
二
四
〜
二
三
七
。
長
崎
県
の
郷

土
史
料
編
纂
委
員
会
編
『
長
崎
県
の
郷
土
史
料
―
長
崎
県
立
長
崎
図
書
館
所
蔵

郷
土
史
料
解
題
―
』（
長
崎
県
立
長
崎
図
書
館
、
一
九
八
八
年
）、
九
五
頁
の
解

題
も
参
照
の
こ
と
。

�20
『
晧
台
寺
〔
過
去
帳
〕
二
』、
三
四
頁
。

�21
同
上
、
二
二
頁
。

�22
『
光
永
寺
〔
過
去
帳
〕
一
』、
八
頁
。

�23
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
：
四
二
長
崎
県
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
七
年
）、

九
四
六
〜
九
四
七
、九
九
〇
頁
。

�24
船
本
に
つ
い
て
は
、
宮
田
安
ほ
か
著
『
長
崎
墓
所
一
覧
：
風
頭
山
麓
篇
』（
長

崎
文
献
社
、
一
九
八
二
年
）、
一
一
四
頁
、
お
よ
び
『
晧
台
寺
〔
過
去
帳
〕
二
』、

二
二
、二
六
頁
。『
晧
台
寺
〔
過
去
帳
〕
三
』、三
頁
。『
本
蓮
寺
〔
過
去
帳
〕
一
』、

四
三
頁
参
照
。
林
親
子
に
つ
い
て
は
、
宮
田
安
『
唐
通
事
家
系
論
攷
』（
長
崎

文
献
社
、一
九
七
九
年
）、三
九
二
〜
三
九
九
頁
、お
よ
び
『
光
永
寺
〔
過
去
帳
〕

一
』、
三
頁
。『
本
蓮
寺
〔
過
去
帳
〕
二
』、
三
二
頁
参
照
。

�25
平
岡
隆
二
「
晧
台
寺
の
羅
漢
石
像
群
と
小
林
謙
貞
―
庭
園
内
の
甲
群
を
中
心

に
―
」『
長
崎
談
叢
』
第
一
〇
〇
号
、
四
八
〜
七
九
頁
、
と
く
に
七
二
〜
七
三

頁
参
照
。
ま
た
そ
の
奉
納
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
た
、
平
岡
隆
二
「
晧
台
寺

の
羅
漢
さ
ま
」『
な
が
さ
き
の
空
』
第
二
八
集
（
十
八
銀
行
、
二
〇
一
七
年
）、

一
九
〜
二
〇
頁
も
あ
わ
せ
て
参
照
の
こ
と
。

�26
『
晧
台
寺
〔
過
去
帳
〕
一
』、
五
頁
。

�27
同
上
、
一
九
頁
。

�28
な
お
晧
台
寺
過
去
帳
を
さ
ら
に
遡
る
と
、
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
九
月
に

「
十
七
日　

本
鍛
冶
屋
町　

樋
口
次
郎
右
衛
門
下
女　

幻
用
童
女
」、
同
年
一
二

月
［
同
［
十
日
］　

本
鍛
冶
屋
町　

樋
口
次
郎
右
衛
門　

骨
山
宗
徹
信
士
］
と

い
う
記
載
が
見
出
さ
れ
る
。『
晧
台
寺
〔
過
去
帳
〕
一
』、
一
四
〜
一
五
頁
。
こ

の
樋
口
次
郎
右
衛
門
も
、
謙
貞
の
親
族
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
史
料
不
足

の
た
め
後
考
を
俟
ち
た
い
。

�29
『
晧
台
寺
〔
過
去
帳
〕
二
』、
四
頁
。

�30
同
上
、
一
三
頁
。

�31
『
晧
台
寺
〔
過
去
帳
〕
三
』、
一
二
頁

�32
『
本
蓮
寺
〔
過
去
帳
〕
二
』、
三
二
頁
。
な
お
晧
台
寺
過
去
帳
の
正
徳
元
年

（
一
七
一
一
）七
月
に
は「
廿
九
日　

万
屋
町　

小
林
意
悦
母　

桂
岩
清
香
信
女
」

と
い
う
記
載
も
見
え
る
。『
晧
台
寺
〔
過
去
帳
〕
三
』、二
七
頁
。
こ
の
「
意
悦
」

と
そ
の
母
「
桂
岩
清
香
信
女
」
も
謙
貞
の
親
族
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ

れ
以
上
の
史
料
が
得
ら
れ
ず
、
後
考
を
俟
ち
た
い
。

�33
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
、
三�

一
〇
九
‐
二�

三
。
本
絵
図
は
、
常
行
司
年

寄
の
福
田
伝
次
兵
衛
が
長
崎
奉
行
の
命
で
製
作
し
た
町
絵
図
の
控
え
で
、
図
面

中
の
す
べ
て
の
区
画
に
、
間
口
、
奥
行
、
坪
数
、
箇
所
数
、
所
有
者
名
を
記
入

し
た
も
の
で
あ
る
。
余
白
に
記
さ
れ
た
由
緒
書
き
は
「
元
禄
七
年
戌
七
月
ニ
常

行
司
年
寄
福
田
伝
次
兵
衛
殿
ニ
而
被
仰
付
候
ハ
、
御
用
ニ
而
町
之
絵
図
壱
町
□

弐
枚
宛
調
遣
申
様
ニ
と
被
仰
付
候
ニ
付
如
此
拵
、
同
九
月
廿
五
日
ニ
伝
次
兵
衛
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殿
江
持
参
仕
納
申
候
其
扣
絵
図
」と
読
め
る
。
な
お
こ
れ
と
同
じ
標
題
な
が
ら
、

区
画
ご
と
の
地
権
者
名
が
異
な
る
絵
図
『
水
帳
惣
坪
図
面
帳
（
万
屋
町
）』（
同

館
蔵
、
三�
一
七
五
‐
二
）
が
現
存
す
る
が
、
由
緒
等
を
欠
き
、
そ
の
成
立
年

代
や
本
絵
図
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

�34
本
絵
図
の
こ
の
区
画
の
上
に
は
、
後
代
に
地
権
者
が
交
代
し
た
こ
と
を
示
す

貼
紙
が
付
さ
れ
、
そ
こ
に
は
「
半
ケ
所　

肥
後
屋
伊
三
郎
。
弐
合
五
フ　

本
田

屋
茂
［　

］。
同　

三
木
屋
茂
三
郎
」
と
横
並
び
に
墨
書
す
る
。
す
な
わ
ち
こ

の
区
画
は
後
に
権
十
郎
の
手
を
離
れ
、
そ
の
三
者
の
所
有
に
帰
し
た
よ
う
だ
。

な
お
後
掲
の
『
正
徳
年
間
町
絵
図
（
万
屋
町
）』
で
は
こ
の
区
画
は
「
的
野
市

郎
兵
衛
」
名
義
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
三
者
と
先
後
関
係
は
な
お
確
定
で
き

な
い
。

�35
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
、
地
図
三
〇
。

�36
『
長
崎
市
史
』
地
誌
編
・
神
社
教
会
部
下
（
長
崎
市
、
一
九
二
九
年
）、

四
一
五
頁
。

�37
先
行
研
究
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
金
井
俊
行
編
纂『
長
崎
略
史　

上
巻
』

長
崎
叢
書
三
（
長
崎
市
役
所
、
一
九
二
六
年
）、
八
五
頁
。
渡
辺
庫
輔
『
糸
屋

随
右
衛
門
』（
未
刊
稿
本
、
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
、
渡
辺
一
三�
二
九
六
）。

鴇
田
忠
正
「
御
朱
印
船
貿
易
家
糸
屋
随
右
衛
門
墓
石
論
」『
長
崎
市
立
博
物
館

館
報
』
一
九
号
（
一
九
七
九
年
）、
一
〜
七
頁
参
照
。

�38
『
犯
科
帳
』
第
一
巻
（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
、
一
四�

一
‐
一�

一
）、

一
三
三
オ
。
翻
刻
は
森
永
種
夫
編
『
犯
科
帳
』
第
一
巻
、
自
寛
文
六
年
至
寛
保

二
年
（
森
永
種
夫
、
一
九
五
九
年
）、
四
六
頁
。

�39
「
福
州
臨
済
派
三
拾
弐
世
黄
檗
山
隠
元
ハ
承
応
三
年
午
［
一
六
五
四
］
七
月

四
日
に
渡
海
シ
、
本
鍛
冶
屋
町
ニ
糸
屋
八
郎
右
衛
門
所
に
宿
ス
」。『
庫
物
長
崎

記
抜
粋
』
延
宝
七
年
成
、
安
政
四
年
奥
書
（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
、
渡
辺

一
三�

三
九
）、
二
五
オ
。

�40
『
長
崎
略
記
会
釈
』
天
明
以
降
成
（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
、
一
三�

三
五
三
）、
一
〇
九
ウ
。
同
書
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
長
崎
県
の
郷
土
史
料
』、

一
四
七
頁
参
照
。

�41
『
崎
陽
歳
代
記
』（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
、
一
三�

五
‐
二
）、
天
和
三

年
の
条
。

�42
青
木
永
繁
編
『
長
崎
建
立
并
諸
記
挙
要
』（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
、
渡

辺
一
一�

九
七
）、
天
和
二
年
の
条
。

�43
三
上
前
掲
書
、
六
二
、六
八
〜
六
九
頁
。
海
老
沢
前
掲
書
、
一
八
三
頁
。
矢

守
前
掲
論
文
、
二
〜
三
頁
。

�44
『
長
崎
先
民
伝
』、
四
六
〜
四
七
頁
参
照
。
ま
た
神
戸
本
、
国
会
本
の
特
徴

に
つ
い
て
は
、
同
、
二
五
三
〜
二
五
四
頁
参
照
。

�45
平
岡
・
日
比
前
掲
論
文
、
九
六
、一
〇
四
頁
、
お
よ
び
平
岡
前
掲
「「
測
量
秘

言
」
の
写
本
に
つ
い
て
」、
五
四
頁
の
正
誤
表
参
照
。
た
だ
し
岡
本
本
の
み
は
、

ル
ビ
は
「
シ
ン
ス
サ
イ
」
と
付
す
も
の
の
、
親
文
字
は
「
光
生
」
に
つ
く
る
。

�46『
長
崎
集
』寛
政
八
年
写（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
、一
三�

九
〇
五
）、五
ウ
。

翻
刻
は
、
純
心
女
子
短
期
大
学
長
崎
地
方
文
化
史
研
究
所
編
『
長
崎
集
』（
純

心
女
子
短
期
大
学
、
一
九
九
三
年
）、
二
二
六
頁
参
照
。

�47
室
鳩
巣
「
兼
山
秘
録
」、『
日
本
経
済
叢
書
』
巻
二
（
日
本
経
済
叢
書
刊
行
会
、

一
九
一
四
年
）、
三
九
四
頁
。

�48
中
西
啓
編
『
長
崎
箚
記
・
元
成
日
記
・
元
仲
日
記
』
長
崎
学
会
叢
書
九
（
長

崎
学
会
、
一
九
六
四
年
）、
二
、一
七
〜
一
八
頁
参
照
。

�49
同
上
、
解
説
、
一
〜
三
頁
。
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